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●
意
思
決
定
の
効
率
化
と
平
和
的
紛
争

解
決
の
徹
底

二
〇
〇
八
年
一
二
月
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
（
以

下
、
憲
章
）
が
発
効
し
た
。
憲
章
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
と
い
う
地
域
機
構
の
目
的
や
原
則
、
規
範
、
意

思
決
定
な
ど
を
規
定
し
た
文
書
と
し
て
、
現
在
の

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
と
っ
て
二
つ
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
（
参
考
文
献
①
）。
ひ
と
つ
め
は
、
加
盟
国

が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
設
立
以
来
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
運
営

に
関
し
て
蓄
積
し
て
き
た
ル
ー
ル
や
慣
行
を
改
め

て
整
理
し
、
明
文
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
憲
章
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
意
思
決
定
手
続
き

と
し
て
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
協
議
に
基
づ
く
意
思

決
定
」
を
採
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
こ
の
手

続
き
は
、
設
立
以
来
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
が
実
践

し
て
き
た
慣
行
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
を
構
築

す
る
た
め
に
必
要
な
組
織
改
革
や
新
組
織
の
設
置

な
ど
、
新
た
な
ル
ー
ル
を
規
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
二
〇
一
五
年
を
目
処
に
、
政
治
・

安
全
保
障
、
経
済
、
社
会
・
文
化
の
三
つ
の
分
野

か
ら
構
成
さ
れ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
の
実
現
を

目
指
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
第
二
の
役
割
、
す
な
わ
ち
憲

章
が
規
定
し
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
組
織
改
革
と
新
組

織
に
つ
い
て
紹
介
し
、
加
盟
諸
国
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

と
い
う
地
域
機
構
の
運
営
を
ど
の
よ
う
に
強
化
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
解
説
す
る
。
憲
章
に
描

か
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
運
営
に
関
す
る
方
向
性
は
、

ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
意
思
決
定
の
効
率
化
と
平

和
的
紛
争
解
決
の
徹
底
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、

加
盟
国
の
代
表
が
集
う
さ
ま
ざ
ま
な
会
議
の
集
合

体
で
あ
り
、
分
権
的
な
組
織
構
造
を
持
つ
。
憲
章

は
、
こ
の
組
織
構
造
の
最
高
意
思
決
定
機
関
と
し

て
首
脳
会
議
を
位
置
づ
け
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
や
加
盟

国
間
の
問
題
を
最
終
的
に
処
理
す
る
役
割
を
付
し

て
い
る
。
ま
た
、
分
権
的
な
組
織
構
造
の
基
本
は

保
持
し
つ
つ
も
、
新
た
に
常
設
機
関
を
設
置
し
て

日
常
業
務
に
関
す
る
意
思
決
定
を
効
率
的
に
行
う

取
り
組
み
に
も
着
手
し
た
。

一
方
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
と
い
う
原
則
は
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
設
立
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
で

謳
わ
れ
て
き
た
。
加
盟
国
間
の
対
立
は
、
多
く
の

場
合
、
武
力
に
訴
え
な
い
平
和
的
な
方
法
で
な
さ

れ
て
き
て
お
り
、
こ
の
原
則
は
あ
る
程
度
遵
守
さ

れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
憲
章
で
は
、

こ
の
平
和
的
な
紛
争
解
決
の
慣
行
を
徹
底
す
る
こ

と
が
謳
わ
れ
て
い
る
。

●
首
脳
会
議
の
役
割
強
化

憲
章
は
、
首
脳
会
議
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
最
高
意

思
決
定
機
関
と
し
、
年
に
二
回
開
催
す
る
こ
と
を

規
定
し
た
。
首
脳
会
議
は
、
当
初
、
必
要
に
応
じ

て
開
か
れ
る
非
定
例
の
会
議
で
あ
っ
た
。

一
九
九
二
年
に
、
よ
う
や
く
三
年
に
一
回
の
開
催

に
合
意
し
、
〇
一
年
以
降
は
事
実
上
年
次
開
催
と

な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
年
に
二
回
の
開
催
は
、
首

脳
会
議
開
催
の
歴
史
の
中
で
も
画
期
的
な
も
の
で

あ
り
、
首
脳
会
議
で
の
決
定
の
機
会
が
増
え
る
こ

と
を
意
味
す
る
。

首
脳
会
議
は
、
地
域
機
構
と
し
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
の
方
向
性
を
決
定
し
、
様
々
な
目
的
の
実
現
の

た
め
に
、
外
相
会
議
な
ど
の
閣
僚
会
議
に
必
要
な

指
示
を
与
え
る
。
こ
こ
で
は
、
首
脳
会
議
の
そ
の

他
の
役
割
と
し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
を
三
つ
紹
介

す
る
。
ひ
と
つ
は
、
意
思
決
定
手
続
き
を
例
外
的

に
変
更
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
意

思
決
定
手
続
き
の
基
本
は
、
協
議
と
コ
ン
セ
ン
サ

ス
に
基
づ
く
。
つ
ま
り
コ
ン
セ
ン
サ
ス
制
で
あ
る
。

憲
章
は
、
あ
る
問
題
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
至
ら
な

か
っ
た
場
合
、
首
脳
会
議
が
そ
の
決
定
を
ど
の
よ

う
に
行
う
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し

た
。
こ
れ
は
、
首
脳
会
議
の
決
定
次
第
で
、
コ
ン

セ
ン
サ
ス
制
と
い
う
基
本
原
則
に
例
外
を
作
る
可

能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
実
は
、
憲
章
が
策
定
さ

れ
る
過
程
で
表
決
制
の
導
入
も
検
討
さ
れ
た
が
、

最
終
的
に
見
送
ら
れ
て
い
る
（
参
考
文
献
②
）。

し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
決
定
手
続
き
が
コ

ン
セ
ン
サ
ス
制
か
表
決
制
か
と
い
う
問
題
よ
り
も

む
し
ろ
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合

鈴
木
早
苗

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
下
で
の
組
織
改
革
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に
、
決
定
を
半
ば
自
動
的
に
先
送
り
す
る
の
で
は

な
く
、
首
脳
会
議
が
何
ら
か
の
形
で
決
定
を
試
み

る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。

こ
の
点
と
関
連
す
る
の
が
、
首
脳
会
議
の
第
二

の
役
割
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
首
脳
会
議
が
、
憲
章

や
そ
の
他
の
ル
ー
ル
、
原
則
の
深
刻
な
違
反
に
対

し
、
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
点
は
、
加
盟
諸
国
の
妥
協
の
産
物
で

あ
っ
た
。
憲
章
策
定
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
賢
人

会
議
（
Ｅ
Ｐ
Ｇ
）
に
よ
る
提
言
書
に
は
、「
非
民

主
主
義
的
方
法
に
よ
る
政
府
の
変
更
な
ど
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
の
諸
原
則
に
反
す
る
行
為
に
対
し
、
加
盟

国
の
権
利
と
特
権
を
一
時
停
止
す
る
」
ま
た
は
、

「
憲
章
違
反
国
に
対
す
る
決
定
を
、
違
反
国
の
参

加
な
し
に
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
。
つ
ま

り
Ｅ
Ｐ
Ｇ
は
、
違
反
国
に
対
し
て
確
実
に
何
ら
か

の
罰
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
導
入
す
る

よ
う
に
提
言
し
た
。
こ
の
提
言
は
、
一
部
の
加
盟

国
の
反
対
に
あ
い
、
導
入
が
見
送
ら
れ
た
（
参
考

文
献
②
）。
し
か
し
、
加
盟
諸
国
は
、
ル
ー
ル
違

反
に
つ
い
て
何
ら
か
の
措
置
を
講
じ
る
必
要
は
あ

る
と
判
断
し
、
曖
昧
な
規
定
な
が
ら
、
こ
の
問
題

を
首
脳
会
議
の
管
轄
事
項
と
す
る
こ
と
で
妥
協
し

た
。第

三
の
役
割
は
紛
争
解
決
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
紛

争
解
決
手
続
き
の
充
実
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い

る
。
憲
章
の
規
定
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
続
き
で
解

決
で
き
な
い
紛
争
に
つ
い
て
は
、
最
終
手
段
と
し

て
、
首
脳
会
議
に
決
定
を
委
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
、
首
脳
会
議
の
新
た
な
役
割
を
紹
介
し
た

が
、
こ
の
役
割
の
実
効
性
は
、
加
盟
諸
国
に
よ
る

首
脳
会
議
の
活
用
次
第
で
あ
る
た
め
、
今
後
の
動

き
を
み
て
い
く
し
か
な
い
。
コ
ン
セ
ン
サ
ス
制
が

基
本
で
あ
る
以
上
、
こ
の
基
本
手
続
き
を
重
視
す

る
加
盟
国
の
反
対
に
よ
り
、
首
脳
会
議
の
役
割
強

化
が
阻
ま
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

●
常
設
機
関
の
役
割

憲
章
に
お
い
て
、
新
た
に
常
設
機
関
が
設
置
さ

れ
た
。
常
駐
代
表
委
員
会
（Com

m
ittee of 

Perm
anent Representatives

：
Ｃ
Ｐ
Ｒ
）

で
あ
る
。
ま
た
、
憲
章
は
、
既
存
の
常
設
機
関
で

あ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
（
以
下
、
事
務
局
）
と

そ
の
長
で
あ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
総
長
（
以
下
、

事
務
総
長
）
の
機
能
強
化
を
指
示
し
て
い
る
。

Ｃ
Ｐ
Ｒ
は
、
加
盟
国
が
派
遣
す
る
大
使
級
の
官

僚
か
ら
構
成
さ
れ
る
常
設
の
組
織
で
、
ジ
ャ
カ
ル

タ
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
機
関
は
、
お
も
に
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
の
日
常
業
務
を
担
う
。
具
体
的
に
は
、
加

盟
国
外
務
省
に
設
置
さ
れ
た
国
内
事
務
局
と
の
連

絡
や
事
務
局
の
予
算
管
理
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
域
外

国
の
支
援
を
得
て
行
っ
て
い
る
各
種
協
力
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
企
画
・
実
施
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
業
務
は
、
〇
八
年
末
ま
で
、
外
相
会
議
の
下
に

置
か
れ
て
い
た
常
任
委
員
会
（A

EA
SN
 Stand-

ing Com
m
ittee

：
Ａ
Ｓ
Ｃ
）
が
担
っ
て
い
た
。

Ａ
Ｓ
Ｃ
は
常
設
機
関
で
は
な
く
、
年
に
数
回
、
加

盟
国
あ
る
い
は
事
務
局
で
開
催
さ
れ
る
会
議
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
Ｃ
Ｐ
Ｒ
は
、
Ａ
Ｓ
Ｃ
を
常
設
化

し
た
も
の
で
あ
り
、
日
常
業
務
に
関
す
る
意
思
決

定
の
効
率
性
を
高
め
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、Ｃ
Ｐ
Ｒ
は
「
市
民
中
心
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」

の
実
現
に
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

「
市
民
中
心
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
と
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
が
市
民
の
た
め
の
地
域
機
構
と
な
る
べ
く
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
諸
活
動
に
市
民
の
参
画
を
促
す
こ
と

を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
措
置
と
し

て
、
Ｃ
Ｐ
Ｒ
に
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
公
認
団
体
の
認
可

手
続
き
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
団
体
と
の
協
議
を
定

期
的
に
行
う
役
割
が
付
さ
れ
て
い
る
。

憲
章
の
規
定
に
よ
っ
て
事
務
局
の
組
織
改
革
も

開
始
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
副
事
務
総
長
の
増

員
と
そ
れ
に
と
も
な
う
事
務
局
の
組
織
再
編
で
あ

る
。
副
事
務
総
長
は
二
名
か
ら
四
名
に
増
員
さ
れ
、

四
名
の
う
ち
二
名
は
公
募
制
と
な
っ
た
。
九
二
年

の
事
務
局
改
革
に
よ
り
、
事
務
総
長
・
副
事
務
総

長
を
除
く
す
べ
て
の
事
務
局
職
員
は
公
募
採
用
さ

れ
て
い
る
。
今
回
の
変
更
で
、
公
募
制
の
範
囲
は

さ
ら
に
広
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。

事
務
局
の
新
組
織
は
、
政
治
・
安
全
保
障
共
同

体
局
、
経
済
共
同
体
局
、
社
会
・
文
化
共
同
体
局
、

総
務
局
の
四
つ
の
局
か
ら
構
成
さ
れ
、
副
事
務
総

長
が
そ
れ
ぞ
れ
の
局
の
業
務
を
管
轄
す
る
（
参
考

文
献
③
）。
ま
た
、
憲
章
の
規
定
に
沿
っ
て
新
た

な
課
・
室
が
設
置
さ
れ
た
。
な
か
で
も
重
要
な
も

の
に
、
事
務
総
長
直
属
の
「
戦
略
立
案・調
整
室
」

や
総
務
局
内
に
設
置
さ
れ
た
「
法
務
・
協
定
管
理

課
」、「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
公
認
団
体
課
」、「
市
民
社
会

課
」
な
ど
が
あ
る
。
戦
略
立
案
・
調
整
室
は
、

九
二
年
に
事
務
総
長
に
付
さ
れ
た
政
策
提
言
の
役

割
の
強
化
を
狙
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
法
務
・
協

定
管
理
課
は
、
憲
章
の
規
定
の
解
釈
を
統
一
化
す

る
た
め
や
、
憲
章
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
法
人
格
を
規

定
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
た
め
に
必
要
な

法
的
な
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
機
能
を
持
つ
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
公
認
団
体
課
や
市
民
社
会
課
は
、

Ｃ
Ｐ
Ｒ
と
同
様
に
、「
市
民
中
心
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」

を
実
現
す
る
た
め
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
公
認
団
体
や

市
民
社
会
団
体
と
の
協
議
の
窓
口
と
な
る
。
と
く

に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
公
認
団
体
課
は
、
人
権
問
題
に
関

す
る
業
務
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
う
。
加
盟
諸
国
は
、
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憲
章
で
設
置
が
規
定
さ
れ
た
人
権
機
関（A

SEA
N
 

H
um
an Rights Body

：
Ａ
Ｈ
Ｒ
Ｂ
）
の
権
限

の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
た
が
、
よ
う
や

く
〇
九
年
七
月
の
外
相
会
議
に
Ａ
Ｈ
Ｒ
Ｂ
の
権
限

規
定
に
合
意
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｈ
Ｒ
Ｂ

は
、Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
権
政
府
間
委
員
会（A

SEA
N
 

Intergovernm
ental Com

m
ission on H

u-
m
an Rights

：Ａ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）
を
正
式
名
称
と
し
、

常
設
化
せ
ず
政
府
間
会
合
と
す
る
こ
と
、
人
権
保

護
と
人
権
概
念
の
普
及
に
役
割
を
果
た
す
も
の
と

さ
れ
た
（
参
考
文
献
④
）。
そ
の
権
限
は
、
加
盟
国

の
内
政
へ
の
不
干
渉
や
各
国
の
特
殊
性
へ
の
配
慮

と
い
っ
た
原
則
が
付
帯
す
る
た
め
、
限
ら
れ
た
も

の
と
な
っ
た
（Straits T

im
es, 21 July 2009

）。

し
か
し
一
方
で
、
事
務
総
長
に
、
人
権
に
関
係
す

る
問
題
を
提
起
し
、
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
に
注
意
を
促
す

役
割
が
付
さ
れ
た
。
事
務
総
長
と
い
う
第
三
者
が
、

人
権
の
保
護
の
観
点
か
ら
問
題
視
す
べ
き
事
態
を

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
扱
う
問
題
と
し
て
提
起
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
公
認
団
体
課
は
、

こ
う
し
た
事
務
総
長
の
役
割
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

組
織
再
編
に
と
も
な
い
、
事
務
局
の
運
営
予
算

は
増
額
さ
れ
、
職
員
の
増
員
も
決
定
さ
れ
た
。

〇
七
年
度
末
ま
で
、
九
〇
〇
万
米
ド
ル
程
度
だ
っ

た
予
算
は
、
〇
九
年
度
に
は
約
一
三
〇
〇
万
米
ド

ル
に
増
額
さ
れ
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

憲
章
は
、
加
盟
国
が
事
務
局
予
算
に
同
額
を
拠
出

す
る
と
い
う
従
来
の
平
等
原
則
を
踏
襲
し
た
た
め
、

各
国
の
拠
出
額
は
、
最
貧
加
盟
国
が
拠
出
で
き
る

金
額
に
あ
わ
せ
る
傾
向
に
は
変
わ
り
な
く
、
こ
の

原
則
が
変
更
さ
れ
な
い
限
り
は
、
将
来
の
大
幅
な

予
算
増
額
は
見
込
め
そ
う
に
な
い
。
し
か
し
、
現

在
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
事
務
局
が
担
う
事
業

費
の
ほ
と
ん
ど
は
、
日
本
な
ど
の
域
外
国
か
ら
の

資
金
協
力
で
賄
わ
れ
、
そ
の
資
金
は
増
加
傾
向
に

あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
し
て
は
、
域
外
国
に
資
金

協
力
を
要
請
し
続
け
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｐ
Ｒ
の
設
置
や
事
務
局
の

機
能
強
化
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
し
て
扱
う
べ
き
諸

問
題
や
業
務
を
効
率
的
に
処
理
す
る
試
み
で
あ
る
。

●
紛
争
解
決
手
続
き
の
構
築

意
思
決
定
の
効
率
化
と
と
も
に
、
憲
章
が
目
指

す
も
う
ひ
と
つ
の
方
向
性
は
、
平
和
的
紛
争
解
決

の
徹
底
で
あ
る
。
憲
章
は
、
紛
争
当
事
国
に
よ
る

協
議
を
基
本
原
則
と
し
、
当
事
国
の
同
意
を
前
提

と
し
て
、
議
長
国
や
事
務
総
長
に
仲
裁
・
調
停
の

役
割
を
与
え
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
協
力
分
野

に
お
い
て
紛
争
解
決
手
続
き
を
整
備
す
る
こ
と
を

謳
っ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
当
事
国
間
の

話
し
合
い
や
個
々
の
紛
争
解
決
手
続
き
を
活
用
し

て
も
解
決
し
な
い
紛
争
に
つ
い
て
、
首
脳
会
議
が

最
後
の
手
段
と
し
て
決
定
を
下
す
こ
と
も
担
保
さ

れ
た
。
ま
た
、
事
務
総
長
に
は
、
紛
争
解
決
手
続

き
を
活
用
し
て
な
さ
れ
た
提
言
や
決
定
を
遵
守
し

て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
し
、
監
視
結
果
を
首
脳

会
議
に
報
告
す
る
役
割
が
付
さ
れ
た
。

以
下
で
は
、
憲
章
が
規
定
す
る
分
野
別
の
紛
争

解
決
手
続
き
に
つ
い
て
、
経
済
と
政
治
分
野
に
お

い
て
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
経
済
分
野
で
は
、

〇
四
年
に
整
え
ら
れ
た
「
紛
争
解
決
に
関
す
る
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
案
書
（A

SEA
N
 Protocol on 

Enhanced D
ispute Settlem

ent M
echa-

nism

）」
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
経
済
関
係
の
協
定

の
適
用
や
解
釈
に
関
す
る
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
。

こ
の
手
続
き
は
、
当
事
国
間
の
協
議
が
失
敗
に
終

わ
っ
た
場
合
に
、
パ
ネ
ル
を
設
置
し
て
当
該
問
題

を
審
査
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
事
務
総
長
に

は
、
当
事
国
間
の
協
議
を
調
停
し
、
パ
ネ
ル
が
設

置
さ
れ
る
場
合
に
は
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
選
定
に
関

与
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
政
治
分
野
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
手
続

き
を
規
定
し
た
。
第
一
は
、
国
際
的
手
続
き
の
活

用
で
あ
る
。
憲
章
は
明
示
的
に
し
て
い
な
い
が
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
が
慣
例
と
し
て
活
用
し
て
き
た

国
際
的
手
続
き
に
、国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）

の
活
用
が
あ
る
。
加
盟
諸
国
は
、
お
も
に
領
有
権

紛
争
の
解
決
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
を
活
用
し
て
き
た
。
具
体

例
は
、
シ
パ
ダ
ン
・
リ
ギ
タ
ン
島
（
マ
レ
ー
シ
ア

と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
や
ペ
ド
ラ
・
ブ
ラ
ン
カ
（
マ

レ
ー
語
で
バ
ト
ゥ
・
プ
テ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
マ

レ
ー
シ
ア
）
の
領
有
権
問
題
な
ど
で
あ
る
。
憲
章

は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
が
慣
行
と
し
て
活
用
し
て

き
た
こ
の
司
法
的
解
決
方
法
を
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の

紛
争
解
決
手
続
き
と
し
て
明
文
化
し
た
と
い
え
る
。

第
二
は
、
憲
章
の
解
釈
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
合
意

文
書
（
憲
章
で
は
明
示
的
で
な
い
が
政
治
関
係
の

文
書
だ
と
考
え
ら
れ
る
）
に
関
す
る
対
立
に
適
用

す
る
紛
争
手
続
き
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
手
続
き

は
ま
だ
作
ら
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
、
法
律
専
門
家

の
グ
ル
ー
プ
（H

igh Level Experts ’ Group

）

が
草
案
を
検
討
中
で
あ
る
。

第
三
の
手
続
き
は
、
七
六
年
に
締
結
さ
れ
た
東

南
ア
ジ
ア
友
好
協
力
条
約
（T

reaty of A
m
ity 

and Cooperation in Southeast A
sia

：
Ｔ

Ａ
Ｃ
）
の
活
用
で
あ
る
。
Ｔ
Ａ
Ｃ
は
、
東
南
ア
ジ

ア
地
域
の
平
和
と
調
和
を
阻
害
す
る
紛
争
が
生
じ

た
場
合
に
、
ま
ず
は
当
事
国
間
で
武
力
に
訴
え
る

こ
と
な
く
、
友
好
的
な
方
法
で
話
し
合
い
を
し
た

う
え
で
、
必
要
で
あ
れ
ば
高
官
評
議
会
（H

igh 
Council

）
を
紛
争
解
決
機
関
と
し
て
設
置
す
る
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と
規
定
し
て
い
る
。
高
官
評
議
会
の
権
限
規
定
は
、

〇
一
年
に
よ
う
や
く
策
定
さ
れ
た
が
、
高
官
評
議

会
が
設
置
さ
れ
た
例
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。

八
七
年
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
、
Ｔ
Ａ
Ｃ
加
入

対
象
国
を
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
以
外
の
国
々
に
も
広

げ
た
。
〇
三
年
以
降
、
中
国
や
日
本
、
米
国
な
ど

の
域
外
国
に
よ
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
加
入
が
相
次
ぎ
、
Ｔ
Ａ

Ｃ
加
入
は
、
東
ア
ジ
ア
サ
ミ
ッ
ト
（
Ｅ
Ａ
Ｓ
）
の

参
加
要
件
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
た
。

憲
章
で
は
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
合
意
や
協
定
に
無

関
係
の
紛
争
は
、
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
規
定
に
従
っ
て
平
和

的
に
解
決
す
る
」
と
あ
る
。
加
入
対
象
国
を
広
げ

た
八
七
年
の
Ｔ
Ａ
Ｃ
改
正
議
定
書
は
、
Ｔ
Ａ
Ｃ
が

扱
う
紛
争
の
範
囲
を
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
関
わ
る

も
の
に
限
定
し
た
。
つ
ま
り
、
Ｔ
Ａ
Ｃ
加
入
国
で

も
非
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
同
士
の
紛
争
は
対
象
外
と

し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
憲
章
が
規
定
す
る
Ｔ
Ａ

Ｃ
を
活
用
す
べ
き
紛
争
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
間
の
紛
争
と
し
て
思
い
浮
か

ぶ
の
は
、
〇
八
年
に
タ
イ
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
間
で

起
こ
っ
た
プ
レ
ア
ヴ
ィ
ヒ
ア
寺
院
周
辺
の
国
境
画

定
紛
争
で
あ
る
。
両
国
は
、
問
題
解
決
に
向
け
て

外
相
同
士
の
話
し
合
い
を
続
け
た
が
、
両
国
軍
に

よ
る
武
力
衝
突
に
発
展
し
て
し
ま
っ
た
。
カ
ン
ボ

ジ
ア
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
仲
介
を
望
ん
だ
が
、
タ

イ
は
当
事
国
間
（
二
国
間
）
解
決
に
こ
だ
わ
っ
た

た
め
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
仲
介
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

ユ
ド
ヨ
ノ
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
統
領
は
、
当
事
国

で
な
い
加
盟
国
で
構
成
す
る
コ
ン
タ
ク
ト
グ
ル
ー

プ
の
設
置
を
提
案
す
る
一
方
、
紛
争
解
決
手
続
き

と
し
て
Ｔ
Ａ
Ｃ
に
言
及
し
た
（Jakarta Post, 

22 July 2008

）。
し
か
し
、カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
は
、

Ｔ
Ａ
Ｃ
を
活
用
し
た
い
と
い
う
意
思
は
表
明
さ
れ

ず
、
コ
ン
タ
ク
ト
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
、
そ
の
構

成
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ベ
ト
ナ

ム
、
ラ
オ
ス
と
し
た
い
と
い
う
意
向
が
表
明
さ
れ

た
（Bangkok Post, 23 July 2008

）。

一
方
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
と
非
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸

国
が
当
事
国
と
な
り
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
平
和

を
阻
害
す
る
可
能
性
の
あ
る
問
題
と
し
て
南
シ
ナ

海
の
領
有
権
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
中
国
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
が
紛
争

当
事
国
と
な
っ
て
い
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
と
中

国
は
、
〇
二
年
に
「
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
関
係
国

の
行
動
宣
言
」
を
採
択
し
、
こ
の
問
題
に
関
す
る

平
和
的
紛
争
解
決
手
続
き
の
整
備
を
目
指
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
が
、
こ
の

問
題
の
解
決
の
た
め
に
Ｔ
Ａ
Ｃ
を
活
用
す
る
つ
も

り
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
憲
章
が
規
定
す
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
役
割

は
、
紛
争
解
決
手
続
き
と
い
う
よ
り
も
、
東
南
ア

ジ
ア
地
域
に
影
響
を
及
ぼ
す
紛
争
を
平
和
的
に
解

決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
行
動
規
範
の
遵
守
を
加

入
国
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
域
外
国
に
よ
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
加
入
は
、
平
和
的
紛

争
解
決
の
規
範
を
域
外
に
も
広
め
る
き
っ
か
け
と

な
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
設
立
以
来
、
外
交
関
係
断
絶
に
至

る
ほ
ど
の
対
立
は
あ
る
程
度
制
御
さ
れ
て
き
た
が
、

プ
レ
ア
ヴ
ィ
ヒ
ア
寺
院
周
辺
の
国
境
画
定
紛
争
の

よ
う
に
、
い
ま
だ
局
地
的
な
紛
争
の
可
能
性
は

残
っ
て
い
る
。
各
協
力
分
野
に
お
け
る
紛
争
解
決

手
続
き
の
整
備
や
首
脳
会
議
の
役
割
の
実
践
を
通

し
て
、
平
和
的
な
紛
争
解
決
を
徹
底
さ
せ
る
必
要

性
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

●
お
わ
り
に

以
上
、
憲
章
に
描
か
れ
た
地
域
機
構
と
し
て
の

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
方
向
性
を
、
意
思
決
定
の
効
率
化

と
平
和
的
な
紛
争
解
決
の
徹
底
と
い
う
側
面
か
ら

分
析
し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
憲
章
の
諸
規
定

を
実
践
に
反
映
し
て
い
く
の
は
加
盟
国
で
あ
る
。

と
く
に
、
首
脳
会
議
の
役
割
が
実
質
的
に
重
視
さ

れ
る
か
ど
う
か
が
、
意
思
決
定
の
効
率
化
と
平
和

的
な
紛
争
解
決
の
徹
底
に
お
い
て
重
要
な
カ
ギ
を

握
る（

す
ず
き　

さ
な
え
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

新
領
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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